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▼
議
案
は
二
面
に
続
く

部
分
、
引
き
続
き
評
価
を
継

続
す
べ
き
部
分
な
ど
の
整
理

を
行
う
方
向
性
が
示
さ
れ
、

滋
賀
県
感
染
症
対
策
連
携
協

議
会
が
発
足
し
病
院
協
会
と

し
て
県
、
医
師
会
等
関
係
諸

機
関
と
と
も
に
積
極
的
に
責

務
を
果
た
す
べ
き
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
一
方
こ
の
よ
う

な
状
況
も
勘
案
し
た
う
え
で

病
院
協
会
と
し
て
滋
賀
県
の

医
療
に
貢
献
す
る
た
め
に
必

要
な
事
業
に
関
し
て
は
、
今

後
は
オ
ン
サ
イ
ト
で
の
開
催

す
る
方
針
で
と
考
え
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
医
師
確
保

事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

て
き
た
２
事
業
で
す
。
ま
ず

医
学
生
に
滋
賀
県
の
研
修
指

定
病
院
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル

し
て
研
修
医
を
確
保
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
地
域
医
師

確
保
養
成
事
業
は
オ
ン
ラ
イ

ン
と
オ
ン
サ
イ
ト
で
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
開
催
を
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た
滋
賀
県
内
の
病

院
に
勤
務
す
る
研
修
医
や
専

攻
医
の
た
め
の
若
手
医
師

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
推
進
事
業

に
つ
い
て
は
、
若
手
医
師
の

教
育
と
い
う
病
院
協
会
の
事

業
の
中
核
を
な
す
極
め
て
重

要
な
位
置
づ
け
で
あ
り
、
理

事
会
で
検
討
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
本
年
は
ぜ
ひ
オ
ン
サ

イ
ト
で
実
施
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
医
師

臨
床
研
修
指
導
医
講
習
会
は

会
員
病
院
各
位
の
ご
要
望
も

高
い
の
で
、
オ
ン
サ
イ
ト
で

開
催
す
る
方
向
で
と
考
え
て

お
り
、
現
在
担
当
の
先
生
方

を
中
心
に
検
討
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
病

院
大
会
（
県
民
公
開
講
座
）、

病
院
機
能
評
価
受
審
フ
ォ
ー

ラ
ム
、
病
院
医
療
懇
談
会

等
々
の
事
業
も
引
き
続
き
開

催
し
て
ゆ
く
予
定
で
す
。
病

院
協
会
と
し
て
も
会
員
病
院

の
皆
様
方
と
と
も
に
さ
ら
に

連
携
を
深
め
、
地
域
医
療
ひ

い
て
は
滋
賀
県
の
医
療
に
貢

献
で
き
ま
す
よ
う
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
本
年
度
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

賀
県
病
院
協
会
の
役
員
と
し

て
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
も
前
年
に
続

い
て
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
多

く
の
病
院
協
会
の
事
業
が
中

止
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

開
催
と
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
対
策
で
は
、
入
院
患
者
さ

ん
へ
の
対
応
、
ク
ラ
ス
タ
ー

対
策
、
発
熱
外
来
開
設
等
々
、

会
員
の
皆
様
方
に
は
大
変
ご

苦
労
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。
令
和
５
年
度
に
な
っ
て

よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
感
染
症
も

お
さ
ま
り
か
け
、
閣
議
決
定

に
よ
り
令
和
５
年
５
月
８
日

か
ら
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
も
２

類
か
ら
５
類
に
格
下
げ
と
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
診

療
報
酬
臨
時
特
例
な
ど
を
段

階
的
に
見
直
さ
れ
る
医
療
提

供
体
制
や
感
染
状
況
な
ど
を

踏
ま
え
て
、
効
率
化
で
き
る

　

令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り

金
子
隆
昭
前
会
長
の
後
任
と

し
て
一
般
社
団
法
人
滋
賀
県

病
院
協
会
の
会
長
に
就
任
い

た
し
ま
し
た
済
生
会
滋
賀
県

病
院
院
長
の
三
木
で
ご
ざ
い

ま
す
。
会
長
と
し
て
重
責
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
で
す
。
鋭
意
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
会
員

の
皆
様
方
の
ご
指
導
、
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
滋
賀
県
病
院

協
会
総
会
も
昨
年
度
に
引
き

続
き
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
が
、
会
員
病
院
の

皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
り
無

事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
令
和
４
年
度
事
業
報
告

と
歳
入
歳
出
決
算
報
告
、
新

役
員
の
補
充
選
任
、
会
費
の

改
定
に
つ
い
て
の
案
件
は
す

べ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
令
和
５
年
度
事
業
計
画

な
ら
び
に
歳
入
歳
出
予
算
に

つ
い
て
の
案
件
も
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
会
員
病

院
の
皆
様
方
に
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
新
役
員
に
は
副
会

長
と
し
て
長
浜
赤
十
字
病
院

長
楠
井
隆
先
生
に
ご
就
任
い

た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
理

事
と
し
て
、
市
立
大
津
市
民

病
院
日
野
明
彦
院
長
、
高
島

市
民
病
院
武
田
佳
久
院
長
、

国
立
病
院
機
構
東
近
江
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
野
㟢
和
彦
院

長
、
滋
賀
県
立
総
合
病
院
足

立
壯
一
院
長
、
監
事
と
し
て

滋
賀
八
幡
病
院
濱
名
優
院
長
、

彦
根
市
立
病
院
中
野
顯
院
長

を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
会
長
、
２
名
の
副

会
長
、
17
名
の
理
事
、
３
名

の
監
事
の
計
23
名
の
役
員
体

制
で
令
和
６
年
５
月
ま
で
取

り
組
ん
で
い
き
た
く
存
じ
ま

す
。
各
先
生
方
に
は
今
後
滋
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健
康
及
び
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
精
神
保
健
福
祉
法
）
に

基
づ
い
て
始
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
法
律
で
は
、

患
者
さ
ん
の
人
権
を
尊
重
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
患

者
さ
ん
の
同
意
が
得
ら
れ
な

い
（
上
記
の
医
療
契
約
が
結

べ
な
い
）
場
合
は
治
療
に
入

れ
ま
せ
ん
。

　

一
般
的
に
は
自
分
自
身
を

治
療
行
為
を
す
る
こ
と
自
体

は
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

精
神
科
診
療
に
お
い
て
は
ほ

と
ん
ど
の
こ
と
が
、
精
神
保

傷
つ
け
た
り
、
他
人
に
暴
力

を
振
る
っ
た
り
、
器
物
破
損

す
る
場
合
は
、
ま
ず
警
察
に

通
報
さ
れ
、
臨
場
し
た
警
察

官
が
そ
の
人
を
保
護
し
ま
す
。

そ
し
て
精
神
障
害
が
疑
わ
れ

　

通
常
の
医
療
は
、
契
約
に

よ
っ
て
開
始
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
救
命
救
急
場
面
で
は
、

治
療
契
約
が
な
く
て
も
治
療

が
行
わ
れ
、
根
拠
は
刑
法
37

条
１
項
の
緊
急
避
難
の
規
定

に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
自
己
ま

た
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、

自
由
ま
た
は
財
産
に
対
す
る

現
在
の
危
機
を
避
け
る
た
め

に
し
た
行
為
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
た
害
が
、
避
け

よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
越

え
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
、

罰
し
な
い
。」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

時
は
、
契
約
が
な
く
て
も
、

た
ら
、
当
該
警
察
官
が
保
健

所
（
滋
賀
県
で
は
夜
間
休
日

は
精
神
科
救
急
情
報
セ
ン

タ
ー
）
に
通
報
し
、
同
職
員

が
患
者
さ
ん
の
調
査
に
行
き

し
、
入
院
措
置
が
必
要
と
の

判
断
に
な
れ
ば
措
置
入
院
に

な
り
ま
す
。
警
察
官
を
呼
ぶ

ほ
ど
の
興
奮
や
暴
力
で
な
い

時
や
自
殺
未
遂
等
で
患
者
さ

ん
が
救
急
治
療
終
了
後
に
精

神
科
で
の
治
療
を
う
け
る
こ

と
に
同
意
し
な
い
時
は
、
治

療
に
入
れ
ま
せ
ん
。
患
者
さ

ん
の
家
族
等
の
同
意
が
得
ら

れ
れ
ば
、
医
療
保
護
入
院
と

い
う
非
同
意
入
院
（
強
制
入

院
）
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

措
置
入
院
で
は
、
入
院
ま
で

に
10
時
間
を
要
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
医
療
保
護
入
院

で
も
、
保
護
者
等
が
救
急
受

診
に
付
き
添
っ
て
お
ら
れ
れ

ば
、
数
時
間
で
入
院
に
な
り

ま
す
が
、
保
護
者
等
と
の
連

絡
が
つ
か
な
い
場
合
は
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
し
か
も
、

上
記
法
律
で
い
う
家
族
に
は

規
定
が
あ
り
、
内
縁
関
係
は

長
期
間
の
関
係
で
も
家
族
等

に
は
該
当
し
な
い
の
で
注
意

を
要
し
ま
す
。

　

措
置
入
院
も
医
療
保
護
入

院
も
、
患
者
さ
ん
の
状
態
と

し
て
は
、
興
奮
・
暴
力
・
暴

行
・
器
物
損
壊
・
自
傷
・
自

殺
未
遂
な
ど
で
す
。
す
ぐ
に

精
神
医
学
的
対
処
が
必
要
な

状
態
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す

が
、
精
神
医
学
的
対
処
の
前

に
「
強
制
的
に
精
神
科
診
察

室
ま
で
連
れ
て
く
る
こ
と
」

を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
院

内
の
精
神
科
医
が
救
急
部
の

診
察
室
に
出
向
い
て
も
状
況

は
同
じ
で
す
。
同
意
な
し
に

は
診
察
を
始
め
ら
れ
ま
せ

ん
）。
こ
の
強
制
は
「
避
け

よ
う
と
し
た
害
よ
り
大
き
な

害
に
な
る
」
と
法
曹
関
係
者

は
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
大
き
な
害
」
と
は
、
人
権

侵
害
の
こ
と
で
す
。
こ
の
人

権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
権

利
擁
護
者
と
し
て
の
「
家
族

の
同
意
」
が
、
同
意
の
得
ら

れ
な
い
人
の
精
神
科
治
療
を

始
め
る
の
に
必
要
な
の
で
す
。

こ
の
精
神
保
健
福
祉
法
の
手

順
が
、
身
体
科
の
先
生
方
に

ご
理
解
い
た
だ
け
て
い
な
い

た
め
に
、
精
神
科
病
院
は
救

急
の
事
例
に
す
ぐ
対
応
し
な

い
、
ね
む
た
い
こ
と
言
っ
て

い
る
、
と
の
お
叱
り
を
受
け

る
と
私
は
考
え
ま
す
。
私
た

ち
精
神
科
医
が
ゆ
っ
く
り
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
制

度
上
、
段
階
を
踏
ま
な
い
と

動
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と

を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
す
。
聞
き
取
り
や
患
者
さ

ん
の
状
態
か
ら
精
神
障
害
が

疑
わ
れ
れ
ば
、
県
知
事
命
令

に
よ
る
措
置
診
察
命
令
が
出

さ
れ
ま
す
。
精
神
保
健
指
定

医
２
名
が
集
め
ら
れ
て
診
察

精
神
科
医
は
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
の
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
明
和
会
　
琵
琶
湖
病
院
理
事
長
・
院
長　

石
田
　
展
弥

令
和
５
年
度
滋
賀
県
病
院
協
会
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

一
般
社
団
法
人
　
滋
賀
県
病
院
協
会

会
長
　
三
木　

恒
治
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滋
賀
県
健
康
医
療
福
祉
部

部
長
　
大
岡　

紳
浩

令
和
５
年
度
に
寄
せ
て

　

病
院
協
会
の
皆
様
方
に
は
、

日
頃
よ
り
、
本
県
の
保
健
・

医
療
・
福
祉
行
政
に
格
別
の

御
支
援
と
御
協
力
を
賜
っ
て

お
り
ま
す
こ
と
に
、
深
く
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

加
え
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
県
民
の
命

を
守
る
た
め
、
昼
夜
を
問
わ

ず
、
様
々
な
方
面
で
御
奮
闘
、

御
尽
力
い
た
だ
い
た
こ
と
に

重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
る
５
月
８
日
に
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
が

５
類
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

県
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
重

症
患
者
等
に
対
応
す
る
た
め
、

９
月
末
ま
で
入
院
搬
送
調
整

を
行
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
設
置
・
運
営
を
行
う

な
ど
、
円
滑
に
５
類
移
行
後

の
医
療
提
供
体
制
に
移
行
で

き
る
よ
う
対
策
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
自
粛
や
縮
小
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
や
人
と
ひ
と
と

の
交
流
を
取
り
戻
し
、
心
の

健
康
、
体
の
健
康
、
社
会
の

健
康
に
つ
い
て
、「
健
康
し

が
」
の
取
組
を
再
始
動
さ
せ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
は
滋
賀
県
保

健
医
療
計
画
に
つ
い
て
の
見

直
し
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。

皆
様
の
御
意
見
を
十
分
に
聞

き
な
が
ら
、
地
域
医
療
に
お

け
る
様
々
な
課
題
や
人
口
減

少
・
高
齢
化
に
伴
う
医
療

ニ
ー
ズ
の
質
・
量
の
変
化
に

対
応
し
た
必
要
な
医
療
提
供

体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
地

域
医
療
構
想
の
取
組
を
着
実

に
進
め
る
と
と
も
に
、
医
療

従
事
者
の
確
保
も
一
体
的
に

取
り
組
め
る
計
画
に
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
取
組
を
推
進

し
て
い
く
た
め
に
は
、
皆
様

方
の
御
理
解
と
御
協
力
が
不

可
欠
で
あ
り
ま
す
。
今
後
と

も
地
域
の
医
療
福
祉
連
携
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
御
期

待
申
し
上
げ
ま
す
と
も
に
、

滋
賀
県
の
地
域
医
療
の
安
定

確
保
と
、
保
健
医
療
の
一
層

の
向
上
に
引
き
続
き
御
尽
力

賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病
院

協
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、

皆
様
方
の
御
健
康
、
御
活
躍

を
祈
念
い
た
し
ま
す
と
と
も

に
、
本
県
行
政
の
各
般
に
わ

た
り
、
よ
り
一
層
の
お
力
添

え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
、
御
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病

院
協
会
令
和
５
年
度
通
常
総

会
は
、
今
年
度
も
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
病
院
協
会

事
務
局
を
配
信
会
場
と
し
Ｗ

ｅ
ｂ
開
催
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
会
に
あ
た
り
、
八
里
事

務
局
長
よ
り
定
足
数
の
報
告

（
会
員
病
院
58
病
院
中
、
58

名
出
席
（
委
任
状
含
む
））

が
あ
り
、
定
款
第
17
条
に
定

め
る
議
決
権
の
過
半
を
有
す

る
会
員
が
出
席
し
、
総
会
が

成
立
し
て
い
る
旨
を
報
告
さ

れ
、
三
木
会
長
か
ら
は
病
院

の
改
称
、
病
院
長
の
異
動
の

報
告
が
あ
り
、
開
会
挨
拶
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

ご
臨
席
の
滋
賀
県
健
康
医
療

福
祉
部
部
長
大
岡
紳
浩
様
か

ら
ご
祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。

（
１
面
右
下
参
照
）

　

総
会
議
長
に
は
、
青
木
理

事
（
水
口
病
院
長
）、
議
事

録
署
名
人
に
は
、
横
田
理
事

（
豊
郷
病
院
長
）
と
柳
橋
健

氏
（
ひ
か
り
病
院
長
）
の
２

名
が
選
出
さ
れ
、
八
里
事
務

令
和
５
年
度

一
般
社
団
法
人 

滋
賀
県
病
院
協
会
通
常
総
会

日
時
：
令
和
５
年
５
月
31
日
㈬

（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
用
し
て
の
リ
モ
ー
ト
会
議
）
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理
事
に
就
任
し
て

武
田
　
佳
久

理
事
に
就
任
し
て

日
野
　
明
彦

監
事
に
就
任
し
て

濱
名
　
　
優

監
事
に
就
任
し
て

中
野
　
　
顯

　

こ
の
た
び
新
た
に
理
事
に

選
出
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

ご
挨
拶
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
昨
年
４
月
に
高
島
市
民

　

こ
の
度
、
滋
賀
県
病
院
協

会
の
監
事
か
ら
理
事
へ
と
就

任
い
た
し
ま
し
た
、
地
方
独

立
行
政
法
人
市
立
大
津
市
民

病
院
長　

日
野　

明
彦
と
申

し
ま
す
。

　

こ
の
た
び
監
事
に
選
任
い

た
だ
き
ま
し
た
濱
名
優
で
す
。

私
は
２
０
０
０
年
に
滋
賀
医

科
大
学
を
卒
業
し
て
母
校
の

精
神
科
に
入
局
し
、
２
０
０

２
年
よ
り
滋
賀
八
幡
病
院
に

勤
務
し
、
本
年
４
月
に
院
長

に
就
任
し
ま
し
た
。
微
力
な

が
ら
滋
賀
県
病
院
協
会
の
仕

事
を
通
じ
て
滋
賀
県
の
医
療

の
発
展
に
尽
力
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
指

導
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
滋
賀
八
幡
病
院
長
）

　

滋
賀
県
病
院
協
会
監
事
を

拝
命
し
ま
し
た
彦
根
市
立
病

院
の
中
野
顯
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
平
成
２
年
の
卒
業
で
平

成
24
年
に
彦
根
市
立
病
院
に

循
環
器
内
科
医
と
し
て
赴
任

し
、
本
年
４
月
か
ら
病
院
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
も
出
口
が
見
え
始
め
ま

し
た
が
、
地
域
医
療
構
想
・

働
き
方
改
革
・
災
害
時
医
療

体
制
の
構
築
な
ど
、
対
応
す

べ
き
課
題
は
ま
だ
ま
だ
山
積

し
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
滋

賀
県
病
院
協
会
監
事
と
し
て
、

県
内
の
医
療
機
関
と
の
連
携

を
深
め
地
域
医
療
体
制
構
築

に
貢
献
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

ご
指
導
の
程
何
卒
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
彦
根
市
立
病
院
長
）

新
役
員
の
紹
介

理
事
に
就
任
し
て

野
﨑
　
和
彦

　

こ
の
た
び
滋
賀
県
病
院
協

会
理
事
を
拝
命
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
１
９
８
３
年

に
京
都
大
学
脳
神
経
外
科
に

入
局
し
、
２
０
０
８
年
２
月

よ
り
滋
賀
医
科
大
学
脳
神
経

外
科
学
講
座
を
14
年
間
運
営

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
２
０
２

病
院
長
に
就
任
し
て
滋
賀
県

病
院
協
会
に
お
い
て
は
監
事

の
役
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
二
度
に
亘
る
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
流
行
の
対
応

に
追
わ
れ
て
十
分
な
役
割
も

果
た
せ
な
か
っ
た
思
い
で
あ

り
ま
す
。
今
後
は
理
事
と
し

て
与
え
ら
れ
た
職
務
を
完
う

し
て
病
院
協
会
を
通
じ
て
学

び
得
た
こ
と
を
湖
西
の
地
域

医
療
に
活
か
し
、
延
い
て
は

　

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
対

応
に
追
わ
れ
て
い
た
日
々
で

し
た
が
、
５
類
へ
と
移
行
し

て
病
院
全
体
と
し
て
は
入
院

患
者
さ
ん
の
面
会
再
開
や
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
な
ど
、
少
し

ず
つ
こ
れ
ま
で
の
日
常
が

戻
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し

て
お
り
ま
す
。
日
常
に
戻
り
、

コ
ロ
ナ
以
外
で
の
山
積
み
と

な
っ
た
問
題
を
病
院
協
会
の

先
生
方
の
ご
指
導
を
賜
り
な

が
ら
尽
力
し
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

（
市
立
大
津
市
民
病
院
長
）

滋
賀
県
の
医
療
行
政
に
微
力

な
が
ら
も
貢
献
し
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
若
輩
者
で

は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。（
高
島
市
民
病
院
長
）

２
年
４
月
よ
り
東
近
江
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
副
院
長
、
２

０
２
３
年
４
月
よ
り
同
院
長

と
な
り
ま
し
た
。
数
年
前
よ

り
手
術
か
ら
は
離
れ
て
お
り

ま
す
が
、
地
域
で
求
め
ら
れ

る
医
療
に
誠
実
に
対
応
し
な

が
ら
滋
賀
県
全
体
の
医
療
を

支
え
る
べ
く
、
先
輩
理
事
の

ご
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら

尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構　

東
近
江
総
合
医
療
セ

ン
タ
ー　

院
長
）

理
事
に
就
任
し
て

足
立
　
壯
一

　

一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病

院
協
会
の
理
事
に
就
任
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
、
県
立
総
合

病
院
総
長
の
足
立
で
す
。
京

都
大
学
時
代
は
小
児
が
ん
を

専
門
領
域
と
し
、
多
く
の
医

療
専
門
職
の
方
々
と
患
者
さ

ん
に
寄
り
添
う
チ
ー
ム
医
療

を
行
う
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に

移
植
責
任
医
師
を
務
め
て
い

ま
し
た
。
京
大
小
児
科
病
棟

医
長
時
代
の
、
開
業
医
の
先

生
方
と
の
連
携
や
、
京
都
休

日
診
療
所
や
舞
鶴
の
小
児
科

開
業
医(

京
大
小
児
科
血
液

グ
ル
ー
プ
の
先
輩)

で
の
勤

務
経
験
を
活
か
し
、
医
師
会

の
先
生
方
と
の
強
い
連
携
の

も
と
、
病
院
協
会
の
皆
様
と

共
に
、
よ
り
よ
い
県
立
総
合

病
院
に
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

（
滋
賀
県
立
総
合
病
院
総
長
）

【
看
護
部
長
部
会
】

部
会
長
に
就
任
し
て

廣
瀬
　
京
子

副
部
会
長
に
就
任
し
て

西
村
寿
加
代

副
部
会
長
に
就
任
し
て

田
﨑
　
弘
美

　

こ
の
度
、
看
護
部
長
部
会

の
副
部
会
長
に
就
任
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が

　

看
護
部
長
会
副
部
会
長
就

任
に
あ
た
り
、
一
言
ご
挨
拶

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ–

19
の
感
染

拡
大
か
ら
約
３
年
半
が
過
ぎ
、

５
月
８
日
に
感
染
症
法
上
の

位
置
づ
け
が
２
類
か
ら
５
類

に
移
行
し
ま
し
た
。
３
年
半

と
い
う
年
月
は
大
変
長
く
、

以
前
の
当
た
り
前
が
通
用
し

な
い
、
新
た
な
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
時
代
に
突
入
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
働
き
方
改

革
の
対
応
も
求
め
ら
れ
て
い

　

看
護
部
長
部
会
の
部
会
長

に
就
任
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
の

お
力
添
え
を
頂
き
な
が
ら
職

５
類
移
行
に
な
っ
た
も
の
の
、

ま
だ
ま
だ
課
題
が
山
積
す
る

看
護
現
場
で
す
。
ま
た
、
看

護
の
働
く
場
の
多
様
化
、
人

材
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

看
護
管
理
者
は
そ
の
現
状
を

理
解
し
、
柔
軟
に
対
応
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
看

護
管
理
者
の
連
携
が
重
要
で
、

ま
さ
に
本
会
の
活
動
が
基
盤

の
一
つ
と
考
え
ま
す
。

　

委
員
の
皆
様
と
顔
の
見
え

る
関
係
を
築
き
、
微
力
な
が

ら
本
会
の
活
動
に
貢
献
で
き

る
よ
う
努
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

（
医
療
法
人　

芙
蓉
会

南
草
津
病
院
看
護
部
長
）

ま
す
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
本
会
の
活
動
に
貢
献

で
き
る
よ
う
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ

Ｄ–

19
対
応
で
培
っ
た
管
理

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
邁
進

し
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
指

導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

滋
賀
病
院
看
護
部
長
）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

務
を
全
う
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

看
護
職
は
一
丸
と
な
っ
て

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

を
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。

感
染
症
法
上
の
変
更
に
伴
い
、

こ
れ
か
ら
は
平
時
の
医
療
・

看
護
を
取
り
戻
す
べ
き
活
動

が
大
き
く
前
進
さ
れ
る
一
年

に
な
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
山
積

し
て
い
ま
す
が
、
各
圏
域
の

看
護
管
理
者
と
連
携
を
取
り

な
が
ら
、
各
圏
域
の
地
域
の

皆
様
の
安
心
の
た
め
に
活
動

を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
医
療
法
人
社
団　

仁
生
会

甲
南
病
院
看
護
部
長
）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

副
部
会
長
に
就
任
し
て

中
野
　
良
文

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
副

部
会
長
に
任
命
い
た
だ
き
ま

し
た
Ｊ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
滋
賀
病
院
の

中
野
と
申
し
ま
す
。

　

よ
う
や
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
も
５
類
と
な
り
平
常

な
日
常
が
戻
り
つ
つ
あ
り
ま

す
が
、
医
療
機
関
は
変
わ
る

こ
と
無
い
感
染
症
対
策
が
続

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
働
き

方
改
革
、
地
域
医
療
構
想
、

そ
し
て
次
年
度
に
は
診
療
報

酬
改
定
と
、
多
く
の
課
題
を

抱
え
な
が
ら
の
運
営
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
力
強
く
推
進
す
る
病
院
協

会
の
事
業
運
営
は
、
各
病
院

の
課
題
と
一
致
す
る
こ
と
か

ら
、
事
務
部
会
と
し
て
籠
谷

副
部
会
長
に
就
任
し
て

髙
山
　
國
昭

【
事
務
長
部
会
】

部
会
長
に
就
任
し
て

籠
谷
　
弘
和

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

こ
の
度
、
副
部
会
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
長
浜
赤
十

字
病
院
の
髙
山
と
申
し
ま
す
。

５
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
、
５
類
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
感
染

対
策
は
今
後
も
必
要
で
す
。

医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

医
師
の
働
き
方
改
革
や
看
護

師
等
の
人
材
確
保
、
必
要
経

費
の
増
加
等
の
課
題
が
多
く
、

病
院
運
営
は
こ
れ
ま
で
以
上

の
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
微
力
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
精
一
杯
取

り
組
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、

籠
谷
部
会
長
、
中
野
副
部
会

長
は
じ
め
各
委
員
の
皆
様
の

ご
指
導
、
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

（
長
浜
赤
十
字
病
院
事
務
部

長
）

　

こ
の
た
び
、
部
会
長
を
仰

せ
つ
か
り
ま
し
た
済
生
会
滋

賀
県
病
院
の
籠
谷
で
ご
ざ
い

ま
す
。
現
在
の
病
院
を
取
り

巻
く
状
況
は
、
地
域
医
療
構

想
に
お
け
る
機
能
分
化
や
働

き
方
改
革
の
対
応
を
は
じ
め
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
へ
の
取
り
組

み
、
昨
今
の
光
熱
費
の
高
騰

な
ど
医
療
の
質
の
確
保
と
病

院
の
経
営
は
大
変
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
各
病
院
が
抱
え
る

共
通
の
課
題
の
解
決
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

皆
様
方
の
ご
指
導
を
頂
き
、

精
一
杯
努
力
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
支
援
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済

生
会
滋
賀
県
病
院
事
務
部
長
）

部
会
長
を
筆
頭
に
、
髙
山
副

部
会
長
、
各
会
員
の
皆
様
方

と
と
も
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

（
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

滋
賀
病
院
事
務
部
長
）

第
１
号
議
案

　

令
和
４
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
報
告
承
認
に

つ
い
て

　
　

１
．
事
業
報
告

　
　

２
．
歳
入
歳
出
決
算
報
告
（
案
）

　
　
　
　



貸
借
対
照
表
（
案
）・
正
味
財
産
増
減

計
算
書
（
案
）

　
　
　
　

財
産
目
録
（
案
）

　
　

３
．
監
査
報
告

第
２
号
議
案

　


一
般
社
団
法
人
滋
賀
県
病
院
協
会
役
員
の
辞
任

に
伴
う
補
充
選
任
に
つ
い
て

第
３
号
議
案

　



会
費
の
改
定
に
つ
い
て

報
告

　

報
告
第
１
号

　
　



令
和
５
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

　

報
告
第
２
号

　
　



令
和
５
年
度
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て

病
院
協
会
今
後
の
行
事
予
定 

─

令
和
５
年

７
月
14
日
㈮
近
畿
病
院
団
体
連
合
会
第
1
回
委
員
会

（
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
）

７
月
19
日
㈬
第
４
回
理
事
会（
Ｗ
ｅ
ｂ
開
催
）

７
月
25
日
㈫
事
務
長
部
会
第
１
回
委
員
会

（
滋
賀
県
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー
会
議
室
4
）

８
月
23
日
㈬
第
１
回
医
事
研
究
会

（
ピ
ア
ザ
淡
海
２
０
７
会
議
室
）

９
月
５
日
㈫
第
５
回
理
事
会

病
院
医
療
懇
談
会

（
滋
賀
県
庁
東
館
７
階
大
会
議
室
）

９
月
８
日
㈮
看
護
部
長
部
会
第
２
回
委
員
会

（
Ｗ
ｅ
ｂ
開
催
）

▼
一
面
よ
り
続
く

局
長
か
ら
資
料
に
沿
っ
て
詳

細
に
報
告
、
日
野
監
事
か
ら

の
報
告
を
受
け
、
第
１
号
議

案
は
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
第
２
号
議
案
な
ら

び
に
既
に
第
２
回
理
事
会
で

承
認
を
得
て
い
る
報
告
事
項

に
つ
い
て
、
八
里
事
務
局
長

か
ら
説
明
が
な
さ
れ
、
原
案

通
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
の
第
３
号
議
案
の
会
費
の

改
定
に
つ
い
て
も
承
認
可
決

さ
れ
、
31
年
ぶ
り
に
１
床
あ

た
り
70
円
か
ら
80
円
に
病
床

割
単
価
の
見
直
し
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
新
役
員
に
つ
い
て

は
一
覧
表
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



（3）　令和５年（2023年）７月３日 第　140　号滋賀県病院協会報
一般社団法人 滋賀県病院協会事務長部会役員名簿
（役員期間　自：令和５年５月31日～令和６年５月総会時まで）

役�職�名 所　　　属 所属病院役職名 氏　　名

部 会 長 済生会滋賀県病院 事務部長 籠谷　弘和

副部会長 地域医療機能推進機構滋賀病院 事務部長 中野　良文

副部会長 長浜赤十字病院 事務部長 髙山　國昭

委　 員 琵琶湖病院 事務部長 村上　　直

〃 水口病院 事務長 﨑山　明生

〃 友仁山崎病院 事務長 中岡　克宏

〃 セフィロト病院 事務長 土川　與治

〃 豊郷病院 事務部長 川村　　宏

〃 日野記念病院 事務部長 福本　勝也

〃 ヴォーリズ記念病院 事務長 澤谷　久枝

〃 滋賀医科大学医学部附属病院 事務部長 森田　浩司

〃 公立甲賀病院 理事　院長補佐　事務部長 佐井　良昌

〃 大津赤十字病院 事務部長 辻　　　勝

〃 近江八幡市立総合医療センター 事務部事務長 木村　辰之

〃 市立長浜病院 事務局長 米田　裕治

〃 淡海医療センター 法人本部副本部長
（兼事務長） 黒田　吉則

〃 市立大津市民病院 法人事務局長 押栗　雅則

〃 高島市民病院 事務部長 長谷川善一

〃 東近江総合医療センター 事務部長 美馬　信夫

〃 滋賀県立総合病院 事務局長 望月　敬之

一般社団法人 滋賀県病院協会看護部長部会役員名簿
（自：令和５年４月１日～至：令和６年３月31日まで）

役�職�名 所　　　属 所属病院役職名 氏　　名

部 会 長 甲南病院 看護部長 廣瀬　京子

副部会長 南草津病院 看護部長 西村寿加代

副部会長 地域医療機能推進機構滋賀病院 看護部長 田﨑　弘美

委　 員 市立大津市民病院 看護局長 西村　由佳

〃 琵琶湖養育院病院 看護部長 稲田祐美子

〃 びわこ学園医療福祉センター野洲 看護部長 吉田昌佐美

〃 済生会滋賀県病院 看護部長 松村　智子

〃 甲賀市立信楽中央病院 看護部長 佐々木眞由美

〃 滋賀八幡病院 看護部長 伴　　承子

〃 近江温泉病院 看護部長 名畑富美江

〃 彦根中央病院 看護部長 矢田　晴美

〃 市立長浜病院 看護局長 弓削　悦子

〃 高島市民病院 看護部長 福田　直美

　

医
師
確
保
に
向
け
た
取
り

組
み
の
一
環
と
し
て
、
医
学

生
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
“
レ
ジ

ナ
ビ
フ
ェ
ア
２
０
２
３

大

阪
”
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

滋
賀
県
臨
床
研
修
病
院
グ

ル
ー
プ
と
し
て
、
２
０
１

９
年
以
来
４
年
ぶ
り
の
出
展

と
な
り
、
今
回
は
８
病
院
が

病
院
ご
と
に
ブ
ー
ス
を
設
け
、

多
く
の
学
生
に
各
病
院
の
特

色
や
情
報
を
発
信
し
ま
し
た
。

　

当
日
の
来
場
者
数
は
お
お

よ
そ
１
４
０
０
名
と
コ
ロ
ナ

禍
前
に
比
べ
る
と
減
少
は
し

て
い
る
も
の
の
、
来
場
し
た

学
生
た
ち
の
眼
差
し
は
真
剣

そ
の
も
の
で
、
各
病
院
担
当

者
の
話
に
聞
き
入
っ
て
い
る

姿
が
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
き
っ
か
け

に
一
人
で
も
多
く
の
学
生
が

滋
賀
県
で
医
師
と
し
て
活
躍

し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

レジナビフェア
２０２３ 大阪

日時： 令和５年７月２日㈰
会場： インテックス大阪

１号館・２号館

■出展病院� （順不同）
１．大津赤十字病院
２．滋賀医科大学医学部附属病院
３．地域医療機能推進機構滋賀病院
４．淡海医療センター
５．滋賀県立総合病院
６．近江八幡市立総合医療センター
７．彦根市立病院
８．市立長浜病院

運営主催：一般社団法人滋賀県病院協会
運営受託：㈱メディカル・プリンシプル社

一般社団法人 滋賀県病院協会　役員名簿
（役員期間　自：令和５年５月31日～至：令和６年５月総会時）◎は責任者

役職名 所　　　属 氏　名 担　当　業　務
会　長 済生会滋賀県病院長 三木　恒治 ◎総括

副会長 地域医療機能推進機構
滋賀病院長 来見　良誠 ◎総務・厚生、看護・メディカルスタッフ、医療・

介護保険、医療安全（医療事故・医事紛争）

〃 長浜赤十字病院長 楠井　　隆
◎臨床研修、◎ICT（医療情報ネット）、総務・
厚生（勤務環境改善）、救急、地域医療連携、
危機管理・感染対策・災害医療

理　事 琵琶湖病院長 石田　展弥 ◎表彰選考、総務・厚生（人権）、看護・メディカ
ルスタッフ、学術

〃 水口病院長 青木　治亮
◎政策・医療経営改善、看護・メディカルスタッ
フ、地域医療連携、危機管理・感染対策・災害
医療

〃 友仁山崎病院長 髙橋　雅士 ◎総務・厚生（勤務環境改善）、看護・メディカ
ルスタッフ、広報、地域医療連携

〃 セフィロト病院長 松岡　俊樹 ◎医療・介護保険、政策・医療経営改善、医療
安全（医療事故・医事紛争）、地域医療連携

〃 豊郷病院長 横田　　徹 ◎看護・メディカルスタッフ、医療安全（医療事
故・医事紛争）、学術、広報

〃 日野記念病院長 仲　　成幸 ◎総務・厚生（人権）、政策・医療経営改善、医
療・介護保険、広報

〃 ヴォーリズ記念病院長 五月女隆男 ◎地域医療連携、医療・介護保険、医療安全
（医療事故・医事紛争）、調査

〃 滋賀医科大学
医学部附属病院長 田中　俊宏

◎医療安全（医療事故・医事紛争）、◎機能評
価機構事業推進委員、政策・医療経営改善、臨
床研修、危機管理・感染対策・災害医療

〃 公立甲賀病院長 辻川　知之 ◎広報、総務・厚生（勤務環境改善）、救急、臨
床研修

〃 大津赤十字病院長 小川　　修 ◎救急、表彰選考、学術、臨床研修担当

〃 近江八幡市立
総合医療センター病院長 白山　武司 ◎危機管理・感染対策・災害医療、総務・厚生

（人権）、救急、臨床研修

〃 市立長浜病院長 髙折　恭一 ◎学術、総務・厚生（勤務環境改善）、表彰選
考、地域医療連携

〃 淡海医療センター病院長 古家　大祐 看護・メディカルスタッフ、学術、ICT（医療情
報ネット）、危機管理・感染対策・災害医療

〃 市立大津市民病院長 日野　明彦 救急、学術、臨床研修、ICT（医療情報ネット）

〃 高島市民病院長 武田　佳久 表彰選考、医療・介護保険、調査、地域医療連
携

〃 国立病院機構
東近江総合医療センター病院長 野﨑　和彦

政策・医療経営改善、医療安全（医療事故・医
事紛争）、調査、危機管理・感染対策・災害医
療、機能評価機構事業推進委員

〃 滋賀県立総合病院長 足立　壯一 ◎調査、政策・医療経営改善、ICT（医療情
報ネット）、危機管理・感染対策・災害医療

監　事 滋賀八幡病院長 濱名　　優 救急、医療安全（医療事故・医事紛争）、地域
医療連携

〃 彦根市立病院長 中野　　顯 表彰選考、臨床研修、ICT（医療情報ネット）
〃

外部監事 税理士法人 横井会計 横井　昭次

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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医
師
の
時
間
外
・
休
日
労

働
の
上
限
規
制
が
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
滋
賀
県
内

は
も
と
よ
り
、
全
国
各
地
の

医
療
機
関
で
取
組
が
進
ん
で

い
ま
す
。
県
内
に
お
い
て
は
、

労
働
時
間
の
短
縮
に
向
け
て

の
宿
日
直
の
体
制
を
見
直
し

て
認
可
を
受
け
る
件
数
が
顕

著
に
増
加
す
る
な
ど
、
個
々

の
医
療
機
関
の
状
況
を
踏
ま

え
た
取
組
や
特
例
水
準
指
定

に
向
け
て
の
申
請
資
料
の
作

成
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
年

９
６
０
時
間
を
超
え
る
医
師

が
い
る
医
療
機
関
（
連
携
Ｂ
、

Ｂ
、
Ｃ-

１
、
Ｃ-

２
水
準

の
適
用
）
に
お
い
て
は
、「
労

働
時
間
短
縮
計
画
」
を
作
成

し
、
評
価
セ
ン
タ
ー
の
第
三

者
評
価
を
経
て
、
県
の
指
定

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
が
、
特
例
水
準
指
定

を
受
け
な
い
医
療
機
関
に
お

か
れ
ま
し
て
も
、
今
後
は
年

９
６
０
時
間
を
超
え
な
い
よ

う
持
続
的
に
工
夫
・
改
善
を

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
各
医
療
機
関

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、「
兼

業
・
副
業
時
間
を
含
め
た
勤

務
実
態
」
の
適
正
把
握
と
綿

密
な「
労
働
時
間
短
縮
計
画
」

の
見
直
し
に
取
り
組
む
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、「
追
加
的
健
康
確

保
措
置
」
の
「
面
接
指
導
」

は
す
べ
て
の
医
療
機
関
に
お

い
て
、
実
施
自
体
が
法
的
義

務
（
安
衛
法
第
66
条
の
８
第

１
項
）
で
す
。
事
前
に
面
接

指
導
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
特

定
医
師
に
月
１
０
０
時
間
以

上
の
時
間
外
・
休
日
労
働
を

さ
せ
た
場
合
に
は
、
36
協
定

で
定
め
た
「
特
別
延
長
時
間

の
上
限
」
の
範
囲
内
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
労
基
法
第

１
４
１
条
第
１
項
違
反
と
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
「
特
別
延

長
時
間
」
を
超
え
て
労
働
さ

せ
た
場
合
に
は
、
労
基
法
第

32
条
第
１
項
違
反
に
も
な
る

こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

【
面
接
指
導
の
実
施
に
係
る

留
意
点
】

１

．
実
施
主
体
＝
管
理
者

（
事
業
者
）

２

．
面
接
指
導
実
施
医
師
＝

必
要
な
講
習
を
受
講
修
了

し
た
管
理
者
以
外
の
医
師

３

．
面
接
指
導
対
象
と
な
る

医
師
＝
時
間
外
・
休
日
労

働
が
月
１
０
０
時
間
以
上

見
込
ま
れ
る
特
定
医
師

【
面
接
指
導
の
手
順
と
留
意

点
】

１

．（
管
理
者
よ
り
）
面
接

指
導
対
象
医
師
の
勤
務
の

状
況
、
睡
眠
の
状
況
、
疲

労
の
蓄
積
の
状
況
や
心
身

の
状
況
等
を
確
認

　

※
例
）
時
間
外
・
休
日
労

働
時
間
の
適
正
把
握
と

と
も
に
、「
労
働
者
の

疲
労
蓄
積
自
己
診
断

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
等

を
実
施
・
活
用

２

．（
管
理
者
よ
り
）
面
接

指
導
実
施
医
師
に
対
し
、

面
接
指
導
対
象
医
師
の
氏

名
と
上
記
各
情
報
を
提
供

３

．
面
接
指
導
実
施
医
師
よ

り
面
接
指
導
対
象
医
師
に

対
し
て
、
面
接
指
導
を
実

施

　

※

面
接
指
導
対
象
医
師
に

ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
実
施

し
て
、
勤
務
の
状
況
、

睡
眠
の
状
況
、
疲
労
の

蓄
積
の
状
況
や
心
身
の

状
況
等
を
確
認
す
る
。

４

．
面
接
記
録
の
保
存
等

　

※

保
存
期
間
：
５
年
間
、

保
存
方
法
：
書
面
又
は

電
磁
的
記
録

　

※

自
院
の
事
業
者
、
他
院

の
管
理
者
・
事
業
者
に

面
接
指
導
の
結
果
を
証

明
す
る
文
書
を
示
す
。

５

．
管
理
者
が
講
ず
る
措
置

　

※

面
接
指
導
実
施
医
師
の

意
見
と
産
業
医
の
意
見

を
勘
案
し
、
対
象
医
師

の
労
働
時
間
の
短
縮
、

宿
直
回
数
の
減
少
、
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を

行
う
。

　

※

面
接
指
導
実
施
医
師
の

意
見
（
お
よ
び
産
業
医

の
意
見
）
と
措
置
内
容

の
記
録
を
保
存
す
る
。

　

ま
た
、
今
後
の
36
協
定
の

締
結
に
向
け
て
は
、
医
療
機

関
用
の
協
定
届
が
新
様
式

（
３
ペ
ー
ジ
）
に
変
更
と
な

り
、
特
定
医
師
に
関
す
る
届

出
に
は
様
式
第
９
号
の
４

（
特
別
条
項
な
し
）
ま
た
は

第
９
号
の
５
（
特
別
条
項
あ

り
）
を
用
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、

限
度
時
間
（
１
か
月
45
時
間
、

１
年
３
６
０
時
間
）
の
範
囲

内
で
の
延
長
時
間
を
定
め
、

特
別
条
項
（
２
ペ
ー
ジ
目
）

で
各
医
療
機
関
の
実
態
に
即

し
た
「
臨
時
的
に
限
度
時
間

を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
」
に
基
づ
き

特
別
延
長
時
間
を
記
載
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超

え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
の
事
由
（
記
載

例
）】

・

患
者
数
増
加
、
入
院
患
者

の
急
変
、
救
急
患
者
の
搬

送
等
に
伴
う
診
察
、
検
査
、

診
断
、
処
置
や
手
術
対
応

・

高
度
な
処
置
、
手
術
へ
の

対
応

・

救
急
患
者
や
重
症
患
者
に

対
す
る
診
療
、
検
査
、
診

断
、
処
置
、
手
術
対
応

な
ど

　

※

Ｂ
水
準
で
は
、
地
域
医

療
の
確
保
の
た
め
に
や

む
を
得
ず
時
間
外
労
働

に
な
る
事
由
を
記
載

　

※

連
携
Ｂ
水
準
で
は
、
派

遣
さ
れ
る
ま
で
派
遣
元

で
従
事
し
て
い
る
医
師

業
務
と
の
関
係
で
臨
時

的
に
時
間
外
労
働
と
な

る
事
由
を
記
載

　

最
後
に
、「
滋
賀
県
医
療

勤
務
環
境
改
善
支
援
セ
ン

タ
ー
」
は
、
平
成
26
年
度
よ

り
皆
さ
ま
か
ら
の
相
談
に
応

じ
て
、
直
接
訪
問
ま
た
は
電

話
や
電
子
メ
ー
ル
で
の
リ

モ
ー
ト
対
応
に
よ
り
、
医
療

勤
務
環
境
改
善
に
係
る
専
門

的
な
助
言
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
は
活

動
可
能
な
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

２
名
増
員
し
て
の
訪
問
支
援

に
努
め
て
お
り
ま
す
の
で
、

働
き
方
改
革
に
係
る
ご
質
問

や
ご
心
配
な
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
本
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

最
新
の
情
報
を
掲
載
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

　
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
令
和
５
年
５
月
12
日
㈮　

於
：
滋
賀
県
公
館
）

令
和
５
年
度
看
護
功
績
章
受
章

長
浜
赤
十
字
病
院

看
護
副
部
長	山

村　

温
子�

氏

令
和
５
年
度
優
良
看
護
職
員
の

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
受
賞

（
令
和
５
年
６
月
７
日
㈬　

於
：
幕
張
メ
ッ
セ
）

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団

済
生
会
支
部

滋
賀
県
済
生
会
　
理
事

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

淡
海
荘
　
荘
長	

松
並　

睦
美�

氏

（
令
和
５
年
５
月
12
日
㈮　

於
：
滋
賀
県
公
館
）

令
和
５
年
度
看
護
功
労
者
知
事
表
彰
受
賞

長
浜
赤
十
字
病
院

看
護
師
長	

二
宮　

知
子�

氏

滋
賀
県
医
療
勤
務
環
境
改
善
支
援
セ
ン
タ
ー

（
勤
改
セ
ン
タ
ー
）よ
り

～
来
年
度（
２
０
２
４
年
４
月
）に
向
け
て
～

滋賀県医療勤務
環境改善支援センター

〒520-0044
滋賀県大津市京町四丁目3-28

滋賀県病院協会内
TEL 077-500-3106
FAX 077-525-5859

E-mail sikkk-sc@sbk.co-site.jp

ホームページもご覧ください
http://sbk.co-site.jp/sikkk/
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ご
逝
去
を
悼
む

故　
橋
田　
　

悦　
先
生

（
健
康
保
険
滋
賀
病
院
（
現
Ｊ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
滋
賀
病
院
）
の
元
病
院
長
）

　

令
和
５
年
２
月
23
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

橋
田
先
生
に
は
、
昭
和
57
年
４
月
か
ら
昭
和
63
年
５
月
ま
で
副
会
長
と
し
て
、
当
協

会
の
事
業
推
進
に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
追
悼
の
意
を
表
し
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
知
ら
せ

令
和
5
年
度（
第
34
回
）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
開
催

　

日
時
：
令
和
５
年
10
月
１
日
㈰

※
雨
天
中
止

　

会
場
：
高
島
市
今
津
総
合
運
動
公
園

新
任
病
院
長
の
紹
介

（
令
和
５
年
４
月
１
日
付
け
）

大
津
赤
十
字
志
賀
病
院

院
長
　
土
井
隆
一
郎�

氏

医
療
法
人
　
山
田
整
形
外
科
病
院

院
長
　
小
林　

則
之�

氏

滋
賀
県
立
小
児
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー

院
長
　
加
藤　

竹
雄�

氏

滋
賀
県
立
総
合
病
院

総
長（
兼
）病
院
長
　
足
立　

壯
一�

氏

医
療
法
人
　
周
行
会
　
湖
南
病
院

院
長
　
柴
﨑　

守
和�
氏

医
療
法
人
　
社
団
仁
生
会
　
甲
南
病
院

院
長
　
神
谷　

純
広�

氏

独
立
行
政
法
人
　
国
立
病
院
機
構
　
紫
香
楽
病
院

院
長
　
真
田　
　

充�

氏

公
益
財
団
法
人
　
青
樹
会
　
滋
賀
八
幡
病
院

院
長
　
濱
名　
　

優�

氏

独
立
行
政
法
人
　
国
立
病
院
機
構

東
近
江
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

院
長
　
野
﨑　

和
彦�

氏

彦
根
市
立
病
院

院
長
　
中
野　
　

顯�

氏

一
般
財
団
法
人
　
近
江
愛
隣
園
　
今
津
病
院

理
事
長（
兼
）院
長
　
岸
本　

郁
男�

氏


